
平成 31年度（令和元年度） 

 情報公開制度・個人情報保護制度の実施状況 

 

情報公開制度は、原則として公文書を公開することを義務付けるもので、市の条例で

は、市の機関が保有する公文書の公開に関する手続きなどについて定めています。この

制度により、市の諸活動を市民に説明する責務が明確になり、市政に対する皆様の理解

と信頼を深め、公正で民主的な市政の推進を図っています。 

個人情報保護制度は、個人情報に関する権利などについて定め、個人の権利利益の保

護を目的とするものです。市の条例では、市の機関が保有する個人情報の開示、訂正お

よび削除を請求する権利のほか、市における個人情報の適正な取り扱いを定めています。 

平成 31年度（令和元年度）における本市の実施状況は下記のとおりです。 

 

【情報公開制度】 

 請求、処理件数  公開請求のあった文書は、次のとおりです。 

請求件数 
公開の状況 

全部公開 部分公開 非公開 存否応答拒否 不存在 

18 ５ 13 ０ ０ ０ 

異議申立ての状況  決定を不服とする審査請求はありませんでした。 

 

【個人情報保護制度】 

 請求、処理件数  開示請求のあった文書は、次のとおりです。 

請求件数 

開示の状況 

開示 部分開示 非開示 

８ ２ ６ ０ 

異議申立ての状況  決定を不服とする審査請求はありませんでした。 
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